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式
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地
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経
済
活
性
化
支
援
機
構
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律�

�

（
平
成
二
六
年
五
月
一
六
日
法
律
第
三
七
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
三
月
二
五
日
・
参
議
院
内
閣
委
員
会
）

○
国
務
大
臣（
甘
利
明
君
）　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
株
式
会
社
地

域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

日
本
経
済
は
デ
フ
レ
脱
却
に
向
け
て
着
実
に
前
進
を
し
て
お
り
、
今
後

は
、
景
気
回
復
の
裾
野
を
更
に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
政
策
課
題
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

地
域
経
済
も
含
め
た
成
長
力
の
底
上
げ
と
好
循
環
の
実
現
を
図
る
た
め

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
対
す

る
支
援
の
担
い
手
で
あ
る
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
の
機
能

の
拡
充
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で

あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
民
間
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
た
事
業
再
生
や
地
域
経

済
活
性
化
の
支
援
が
一
層
効
果
的
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
機
構
の
業
務
と

し
て
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
資
金
供
給
を
行
う
投
資
事
業
有
限

責
任
組
合
の
有
限
責
任
組
合
員
と
な
る
た
め
の
出
資
を
追
加
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
経
営
者
の
保
証
債
務
の
整
理
を
通
じ
た
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援

を
強
化
す
る
た
め
、
機
構
の
業
務
と
し
て
、
経
営
者
の
保
証
付
債
権
の
買

取
り
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
機
構
の
既
存
の
業
務
に
よ
る
支
援
の
実
効
性
を
高
め
る
観
点

か
ら
、
金
融
機
関
等
が
機
構
に
信
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
の
範
囲
の

拡
大
、
機
構
の
専
門
家
の
派
遣
先
の
拡
大
等
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。以

上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
参
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
）

○
水
岡
俊
一
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
中
小
企
業
等
の
事
業
再
生
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
に

資
す
る
事
業
活
動
の
支
援
を
一
層
強
化
す
る
た
め
、
株
式
会
社
地
域
経
済

活
性
化
支
援
機
構
の
業
務
に
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
有
限
責
任
組
合
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員
と
な
る
た
め
の
出
資
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
機
構
に
よ
る
支
援
実
績
を
増
加
さ
せ
る
た

め
の
方
策
、
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
定
着
に
向
け
て
機

構
に
期
待
さ
れ
る
役
割
、
事
業
再
生
・
地
域
活
性
化
フ
ァ
ン
ド
へ
の
出
資

の
在
り
方
、
再
生
支
援
対
象
事
業
者
に
お
け
る
雇
用
の
確
保
等
に
つ
い
て

質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
の
山
下

理
事
よ
り
反
対
の
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
三
月
二
七
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構（
以
下
、｢

機
構
」と
い
う
。）

は
、
相
談
件
数
に
比
べ
支
援
決
定
件
数
が
依
然
と
し
て
少
な
い
こ
と
に

鑑
み
、
更
に
業
務
の
効
率
化
、
迅
速
化
を
図
り
、
よ
り
多
く
の
支
援
を

可
能
と
す
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

二
、
機
構
に
お
い
て
は
、
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
簡
易
化
を
図
る
な

ど
一
層
の
工
夫
を
行
い
、
多
額
の
債
務
に
苦
し
む
中
小
企
業
に
お
い
て

も
機
構
を
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
費
用
の
低
減
化
を
図
る
と
と
も
に
、

要
す
る
費
用
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
機
構
に
お
い
て
は
、
特
定
債
権
買
取
業
務
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、

｢

経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下
、｢

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

と
い
う
。）
に
基
づ
く
保
証
債
務
の
整
理
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
（
模

範
と
な
る
事
例
）を
示
す
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四
、
金
融
機
関
等
関
係
者
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
尊
重
、遵
守
す
る
よ
う
に
、

そ
の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
金
融
機
関
等
に
対
す
る
検
査
、
監
督
を

通
じ
、
金
融
実
務
に
お
い
て
定
着
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
不
明
瞭
、
不
明
確
な
点
が
な
い
か
、
更
に

検
討
を
加
え
、
必
要
に
応
じ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
Ｑ
＆
Ａ
の
充
実
を
図
る

な
ど
金
融
機
関
等
の
不
安
が
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

六
、
個
人
保
証
に
依
存
し
な
い
融
資
を
確
立
す
る
べ
く
、
民
法（
債
権
法
）

そ
の
他
の
関
連
す
る
各
種
の
法
改
正
等
の
場
面
に
お
い
て
も
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

　
　

右
決
議
す
る
。
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三
、
衆
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
五
月
九
日
）

○
柴
山
昌
彦
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
株
式
会
社
地
域
経
済
活

性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣
委

員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
、
い
わ
ゆ
る
Ｒ
Ｅ
Ｖ

Ｉ
Ｃ
に
中
小
企
業
等
の
事
業
再
生
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
事

業
活
動
の
支
援
を
一
層
強
化
す
る
た
め
の
業
務
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を

講
ず
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

第
一
に
、
経
営
者
保
証
の
付
さ
れ
た
債
権
の
買
い
取
り
業
務
を
追
加
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
に
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
有
限
責
任
組
合
員
と
な
る
た
め

の
出
資
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
三
に
、
特
定
専
門
家
派
遣
に
つ
い
て
、
専
門
家
派
遣
先
の
範
囲
を
拡

大
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
参
議
院
先
議
に
係
る
も
の
で
、
去
る
四
月
十
六
日
本
委
員
会

に
付
託
さ
れ
、
二
十
三
日
甘
利
国
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取

し
ま
し
た
。
次
い
で
、
二
十
五
日
に
質
疑
を
行
い
、
質
疑
終
局
後
、
討
論
、

採
決
の
結
果
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
四
月
二
五
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

運
用
等
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
（
以
下｢

機
構
」
と
い
う
。）

は
、
相
談
件
数
に
比
べ
支
援
決
定
件
数
が
依
然
と
し
て
少
な
い
こ
と
に

鑑
み
、
更
に
業
務
の
効
率
化
、
迅
速
化
を
図
り
、
よ
り
多
く
の
支
援
を

可
能
と
す
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

二　

機
構
に
お
い
て
は
、
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
簡
易
化
を
図
る
な

ど
一
層
の
工
夫
を
行
い
、
多
額
の
債
務
に
苦
し
む
中
小
企
業
に
お
い
て

も
機
構
を
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
費
用
の
低
減
化
を
図
る
と
と
も
に
、

要
す
る
費
用
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

三　

機
構
に
お
い
て
は
、
特
定
債
権
買
取
業
務
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、

｢

経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下｢

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」と

い
う
。）
に
基
づ
く
保
証
債
務
の
整
理
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
（
模
範

と
な
る
事
例
）を
示
す
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四　

金
融
機
関
等
関
係
者
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
尊
重
、遵
守
す
る
よ
う
に
、

そ
の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
金
融
機
関
等
に
対
す
る
検
査
、
監
督
を

通
じ
、
金
融
実
務
に
お
い
て
定
着
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
更
に
検
討
を
加
え
、
必
要
に
応
じ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
Ｑ
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＆
Ａ
の
充
実
を
図
る
な
ど
金
融
機
関
等
の
不
安
が
生
じ
な
い
よ
う
に
努

め
る
こ
と
。

五　

個
人
保
証
に
依
存
し
な
い
融
資
を
確
立
す
る
べ
く
、
民
法（
債
権
法
）

そ
の
他
の
関
連
す
る
各
種
の
法
改
正
等
の
場
面
に
お
い
て
も
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

六　

特
定
支
援
対
象
事
業
者
に
よ
る
今
後
の
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
円
滑
に
進

め
ら
れ
る
よ
う
に
、
関
係
省
庁
及
び
関
係
金
融
機
関
等
の
密
接
な
連
携

の
下
で
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
で
あ
る
特
定
支
援
対
象
事
業
者

の
目
線
に
立
っ
た
き
め
細
か
い
支
援
を
行
う
こ
と
。

七　

こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
民
間
金
融
機
関
等
の
自
ら
リ
ス

ク
を
取
る
経
営
姿
勢
へ
の
改
善
状
況
を
見
据
え
な
が
ら
、
機
構
の
組
織

の
在
り
方
を
含
め
、こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。


